
 

 

 

 

重要事項説明書 
                 （居宅介護支援） 

   

1. 居宅介護支援事業所の概要及び職員体制 

 

  事 業 所 名 リベロ居宅介護支援事業所 

  事業所所在地  広島市安佐北区亀山七丁目１２番８号 

  事業所指定番号 ３４７０２１５７２８ 

  居宅サービス種類  居宅介護支援 

職
員 

体
制 

管  理  者  真狩 留美子 〔常勤〕 

介護支援専門員 

  

真狩 留美子〔常勤、管理者兼務〕 

平山 貴和子〔常勤〕 

  

連
絡
先 

電 話 番 号 ０８２－５５４－６２８８ 

FAX  番 号  ０８２－８８１－９５５２ 

 サービス提供地域 広島市、廿日市市 

 

2. 営業時間 

     営 業 時 間 ： 午前９時～午後６時 

             電話による24時間連絡体制をとっています。 

             電話番号  （０８２）５５４－６２８８ 

     休  業  日  ： 土、日曜日・祝祭日及び8月14日～16日、12月30日～1月3日 

  

3. 提供する居宅介護支援サービスの内容 

（1）居宅介護支援の内容 

        ① 居宅サービス計画の作成 

        ② 居宅サービス事業者との連絡調整 

        ③ サービス実施状況の把握及び評価 

        ④ 利用者状況の把握 

        ⑤ 給付管理 

⑥ 要支援・要介護認定に係わる協力・援助 

⑦ 相談業務 

 

（2）サービス提供までの流れ 

利用者は指定居宅サービスのみならず、指定居宅介護支援事業者についても自由に選択

することが出来ます。 

また、居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指

定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや居宅サービス原案に位置づけた指定居宅サ



 

 

 

 

ービス事業者等の選定理由の説明を求めることが出来ます。 

 

4. 利用料金及び利用者負担 

（1）利用料金 

 要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。 

（2）交通費 

    利用者の自己負担はありません。 

 

5. 解約について   

     利用者は、いつでも契約書第 11 条に従って、当該居宅介護支援サービスの解約をする

ことができます。 

     

6. サービスの利用方法 

（1）サービスの利用開始 

利用者の状況把握を行い、重要事項を説明し、契約を締結します。 

（2）サービスの終了 

① 利用者の都合でサービスを終了する場合 

   １０日前迄に文書でお申し出下されば、いつでも解約出来ます。 

② 当社の都合でサービスを終了する場合 

   やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合があります。但し 

  その場合は、終了１ヶ月前迄に文書で通知すると共に、地域の他の居宅介護支援事業 

  者をご紹介する等の協力を致します。 

③ 自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。 

イ） 利用者が、介護保険施設や医療施設に入所又は入院された場合 

ロ） 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

ハ） 利用者が死亡された場合 

④ その他 

   利用者やその家族が当社及び当社の介護支援専門員に対して、暴言・暴力・嫌がら 

せ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為、又はその他本契約を 

継続し難いほどの背信行為を行なった場合は、文書で通知することによりサービスを 

終了させて頂く場合があります。 
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7.  当社の運営方針 

（1） 当事業所の介護支援専門員は可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境

等に応じて、適切な保健・医療及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう援助

を行なう。 

（2） 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供される

ように中立公正な立場でサービスを調整する。 

（3） 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉

サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

8． 入院時の対応 

   病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又   

  は診療所に伝えてください。 

   またその場合に備えて、担当職員の氏名並びに当該事業所の名称及び連絡先等について記載

したものを、介護保険被保険者証や健康保険被保険者証等とともに保管しておいてください。 

 

9．  秘密の保持 

   事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報について、利用者 

  又は第三者の生活又は身体に危険がある場合等正当な理由がある場合を除いて、契約期間中及 

  び契約終了後においても第三者に漏らすことはありません。 

   但し、予め文書により利用者及びその家族の同意を得た場合には、サービス担当者会議等に 

  おいて用いる場合があります。 

 

10． 緊急時・事故発生時の対応    

   事業者は、サービスの提供中に容態の急変又は事故等緊急事態が発生した場合は、速やかに 

  救急隊、家族、主治医等関係先（必要により市町村）に連絡を行なうと共に、サービス提供 

  事業者と協働して必要な措置を講じます。 

 

11． 虐待の防止について 

   事業者は、利用者等の人権擁護・虐待防止のため、次に掲げる通り必要な措置を講ずるもの

とします。 

（1） 虐待防止に関する責任者の選定 

      虐待防止に関する責任者 ： 管理者 真狩 留美子  

（2） 苦情解決体制の整備 

（3） 従業者の人権意識の向上及び知識の向上を図るための研修等の実施 

 

12．第三者評価の実施状況について 

 

実施の有無 なし 

評価結果の開示状況 なし 

 

13． 相談・苦情に対する対応 

    当社は、利用者からの相談・苦情に対する窓口を設置し、当社が提供する居宅介護支援 

   又は居宅サービス計画に位置付けた各サービスに関する利用者の相談・要望・苦情に対して 

   迅速に対応します。 



 

 

 

 

説明確認欄 

    居宅介護支援契約の締結にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な 

   事項を説明致しました。 

 

  （事業者）   事業所名： リベロ居宅介護支援事業所 

         

          住  所： 広島市安佐北区亀山七丁目12番8号 

 

          説 明 者：   真狩 留美子      印  

  

 私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援における重要な事項について説 

明を受けました。 

 

令和  年 月  日 

 

 

〈利用者〉  住  所                    

 

       氏  名                印   

            （電話番号：      ） 

    

〈代理人〉  住  所                   

 

       氏  名                印   

            （電話番号：      ） 

 

 

 

◆ 相談・苦情窓口◆ 

 

国民健康保険団体連合会介護保険課     （082）554-0783 

西区役所厚生部福祉課高齢介護係      （082）294-6585 

南区役所厚生部福祉課高齢介護係      （082）250-4138 

中区役所厚生部福祉課高齢介護係      （082）504-2478 

東区役所厚生部福祉課高齢介護係      （082）568-7732 

佐伯区役所厚生部福祉課高齢介護係     （082）943-9730 

安芸区役所厚生部福祉課高齢介護係     （082）821-2823 

安佐南区役所厚生部福祉課高齢介護係    （082）831-4943 

安佐北区役所厚生部福祉課高齢介護係    （082）819-0621 

廿日市市役所高齢介護課高齢介護係     （0829）30-9155 

リベロ居宅介護支援事業所 

       管理者：真狩 留美子 

      電話番号  (０８２)５５４－６２８８（２４時間対応） 


